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１ 概  要 

道路・公園・河川・文化財等の「公共の空間」において環境美化活動を行うもので、環境

美化に対する市民意識の高揚を図り、市民と市が協働して地域の環境美化を推進する。 

２ 事業内容 

 市民協働環境美化推進事業（アダプトプログラム）

市が管理する道路・公園・河川・文化財等の公共空間を「養子」に、その公共空間を維

持する活動を行う団体を「里親」に見立てて養子縁組を結び、市が里親の活動を支援し、

活動の活性化を図る。 

支援内容は、ごみ袋その他の清掃用具の支給、ボランティア活動傷害保険の加入、ご

み収集車の配車、管理区域等を示した表示板（アダプトサイン）の設置。 

※ アダプト（ADOPT）とは英語で「○○を養子にする」という意味 

【里親団体数の推移】 

年 度 H13～21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 

登 録 90 12 10 21 19 5 7 5 8 7 6 1 43 9 

脱 退 4 3 1 2 2 3 3 - 6 - 4 3 1 2 

団体数 86 95 104 123 140 142 146 151 153 160 162 160 202 209 

※令和４年度は、令和 4年 12 月末の団体数 

 地域清掃支援事業（ボランティア清掃） 

道路・公園・河川・文化財等の公共の空間において清掃や除草等の環境美化活動を行

う団体や個人に対して、ボランティア清掃用ごみ袋の支給、ごみ収集車の配車等の支援

を行い、円滑なボランティア清掃活動を促す。（上記 の団体との相違点としては、活

動回数、人員及び活動を行う場所が固定されないことなど、地域の環境美化活動につい

て広く支援するもの。） 

※ 令和３年度ボランティア清掃支援団体  ４３９団体 

個人   ５４人 

 環境美化活動の発信・共有の推進 

   環境美化活動への関心を高め、長崎のまちの環境美化活動の輪の広がりを目指すため、

ごみ拾い SNS「ピリカ」と連携した WEB サイト「ごみ拾い見える化ページ みんなできれ

いながさき」により、長崎市で拾われたごみの数やごみ拾い活動の参加人数、投稿者名

などをリアルタイムで表示する。 

また、導入初期の「見える化ページ」の浸透を図り、SNS「ピリカ」を利用したごみ拾

いや投稿されたごみ拾い活動に「ありがとう」やコメントを送るなど利用者間の交流を

促すため、SNS「ピリカ」をインストールしてもらうキャンペーンを実施する。 

予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

23～24 
２ 

総務費 
１ 

総務管理費 
１４ 

街を美しくする
運動推進費 

2-1 
市民協働環境美化

推進費 

千円

５，１６７
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３ 事業費内訳 

 需用費（里親団体用清掃用具等）              ３，０５１千円 

 役務費（ボランティア活動傷害保険料等）            ３６９千円 

 委託料（環境美化活動発信共有ＳＮＳ保守委託等）      １，７４７千円 

４ 財源内訳 

事  業  費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

千円

５，１６７

千円

－

千円

－

千円

－

   千円

－

千円

５，１６７

〈参考〉 

「ごみ拾い見える化ページ みんなできれいながさき」 
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１ 概要 

  市民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、大気汚染防止法等に基づき、市内の

一般環境大気、自動車排出ガス及び有害大気汚染物質等の大気の監視及び指導を行うもの。 

２ 事業内容    

３ 事業費内訳  

（1） 需用費（公害測定用消耗品、電気料等） ９，３３６千円

（2） 委託料（一般環境大気、有害大気汚染物質等の各種測定委託等） １５，４７５千円

（3） 使用料及び賃借料（監視システム借上等） ８０４千円

（4） その他（通信費・負担金・旅費） ８６１千円

４ 財源内訳 

事  業  費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

千円 

２６，４７６ 

千円 

－ 

千円 

－ 

千円 

－ 

     千円 

－ 

千円 

２６，４７６ 

予 算 説 明 書 
事 業 名 予算額 

ページ 款 項 目 番号 

190～ 
193 

４ 

衛生費 

１ 

保健衛生費 

９ 

環境対策費 
1-5 

大気汚染防止 

対策費 

千円

２６，４７６

区分 地点 主な測定項目 

常時監視 

（一般環境大気） 

東長崎 

小ヶ倉 

稲佐小学校 

村松

二酸化硫黄 

浮遊粒子状物質 

二酸化窒素 

光化学オキシダント 

微小粒子状物質（PM2.5） 

常時監視 

（自動車排出ガス） 

長崎駅前 

中央橋 

一酸化炭素 

浮遊粒子状物質 

二酸化窒素 

常時監視 

（ダイオキシン類） 

（有害大気汚染物質） 

小ヶ倉 

中央橋 

ダイオキシン類 

ベンゼン 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン 

ほか指針項目等 17 項目 
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【大気環境測定局等の配置】

測定局等の区分 測定局名 

一般環境大気 

測 定 局 

東 長 崎 測 定 局 

小 ヶ 倉 測 定 局 

稲佐小学校測定局 

村 松 測 定 局 

自動車排出ガス

測 定 局 

長崎駅前測定局 

中 央 橋 測 定 局 

中 央 監 視 

モ ニ タ ー 

（環境部内） 

－ 

一般環境大気測定局 

自動車排出ガス測定局 

東長崎 
稲佐小学校 長崎駅前 

中央橋 

村松 

小ヶ倉 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

平成26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 2年度 3年度

（μg/ｍ3）

小ヶ倉

稲佐小学校

東長崎

村松

環境基準値

■大気中の微小粒子状物質（PM2.5）の年平均値の経年変化（平成 26～令和 3年度）
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１ 概要 

市民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、水質汚濁防止法等に基づき市内の公

共用水域（河川・海域）、地下水及び工場排水等の水質の監視及び指導を行うもの。 

２ 事業内容 

(1) 公共用水域及び地下水の水質調査 

水質汚濁防止法に基づき、毎年度、都道府県知事が策定する「公共用水域及び地下水の水質

測定計画」に従い、常時監視を行っている。 

区分 地点 主な測定項目 

河川水質調査 13河川 18地点 
生活環境項目（ｐH ほか 7 項目） 

健康項目（カドミウムほか 26 項目） 等 

月 1 回 

海域水質調査 4 海域 21 地点 
生活環境項目（ｐH ほか 8 項目） 

健康項目（カドミウムほか 24 項目） 等 

年 4 回 

地下水水質調査 37 地点 
地下水の水質汚濁に係る環境基準（トリクロロ

エチレンほか 24 項目） 

年 1 回 

・生活環境項目・・・ 財産や動植物とその生息環境など、人の生活に密接な関係のある公共用

水域（河川、海域）の利用を保全するために必要な項目 

・健 康 項 目・・・ 人の健康に影響を及ぼす毒性や水環境中の存在状況等の観点から、水環

境の汚染を通じて人の健康に影響を及ぼすおそれがある項目 

(2) その他調査 

区分 地点数 主な測定項目 

底質調査 

（堆積した泥など） 

13 河川 13 地点、 

1 海域 5 地点 
総水銀、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 

年 1 回 

特定事業場排水 

立入調査 
37 事業場 

生活環境項目（ｐH ほか 14 項目） 

健康項目（カドミウムほか 25 項目） 

年 1 回 

海水浴場水質調査 
4 海水浴場 5 地点 

（遊泳前・遊泳中） 
ふん便性大腸菌群数ほか 5 項目 

年 2 回 

ダイオキシン類調査 

（水質・底質） 

河川 4地点、海域 4地点 

（地下水） 3 地点 

（土壌）   6 地点 

ダイオキシン類 

年 1 回 

予 算 説 明 書 
事 業 名 予算額 

ページ 款 項 目 番号 

190～ 
193 

４ 

衛生費 

１ 

保健衛生費 

９ 

環境対策費 
1-6 

水質汚濁防止 

対策費 

千円

５４，３７３
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手崎川 

戸根川 

西海川 

神浦川 

①

② 

④

⑤ ⑲ 

○21⑳ 

鹿尾川 

浦上川 

若菜川 

⑫

⑱ 
○36

○35

○34

○33

○32

○31

⑰ 

○30 ○27
○28 ○29

⑬ 

○25○24
○26

○23

⑪ 

○37

○38

⑮ 

⑭ 

⑨ ⑩ 

中島川 

戸石川 

八郎川 

村松川 

③

⑥ 

三重川 
多以良川 

⑦ 

⑧ 

○22

○39

⑯ 

３ 事業費内訳

 （1） 需用費（消耗品費）                            １５０千円 

 （2） 委託料（河川、海域及び地下水等の各種調査委託等）       ５４，０１１千円 

 （3） その他（船舶借上、旅費）                           ２１２千円 

４ 財源内訳 

事 業 費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金※ 地方債 その他 一般財源 

千円 

５４，３７３

千円 

- 

千円 

１ 

千円 

- 

千円 

- 

千円 

５４，３７２

 ※長崎県市町権限移譲等交付金 

【水質調査地点】 

河川名 地点名 地点番号 

手崎川 上木場橋上 1 

戸根川 戸根橋 2 

村松川 平野橋合流点 3 

西海川 大川橋上堰 4 

神浦川 
河川公園上流堰 5 

神浦ダム 6 

三重川 橋本橋上 7 

多以良川 多以良川取水堰 8 

浦上川 

川平取水堰 9 

浦上貯水池 10 

大橋堰 11 

中島川 

本河内低部貯水池 12 

西山高部貯水池 13 

東新橋 14 

八郎川 八郎橋 15 

戸石川 浄水場跡横 16 

若菜川 合流点下 17 

鹿尾川 取水口跡 18 

海域名 地点名 地点番号 

西彼海域

神浦港 19 

三重沖 20 

畝刈沖 21 

式見沖 22 

小江沖 23 

福田沖 24 

長崎湾 

突堤間 25 

内港口 26 

臨海工業沖 27 

港口 28 

木鉢沖 29 

西彼海域

香焼西港 30 

大籠沖 31 

蚊焼漁港 32 

野母漁港 33 

橘湾 

脇岬港 34 

為石漁港 35 

茂木港 36 

網場湾 

湾中央 37 

八郎川地先 38 

戸石沖 39 
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■浦上川 大橋堰における水質経年変化 

■中島川 東新橋における水質経年変化 

BOD・・・河川の汚濁を測る代表的な指標で、水中の汚濁物質（有機物）が微生物によって 

酸化分解されるときに必要とされる酸素の量 
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１ 概要 

地球温暖化対策については、脱炭素社会の実現に向けて、2050年までに温室効果ガスの排出量

（以下「排出量」という。）を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を達成し、それを経済

と環境の好循環につなげていくという国の方針が示されたところであり、国と地方自治体、地域

企業等が一丸となった実効性のある取組みが求められている。 

長崎市においても、令和３年３月17日に「ゼロカーボンシティ長崎」を宣言し、今後、脱炭素

社会に向けての対策を着実に進めていくにあたり、市民、事業者、行政が一丸となって環境行動

への取り組みを行う必要がある。 

それぞれが自分事として環境行動に取組むことができる事業を展開し、ゼロカーボンシティ長

崎の実現に向けた市民運動の推進を図るもの。 

２ 事業内容 

（１） 「ながさきサステナプロジェクト」の推進 １１，３５９千円 

ア 市民環境行動推進事業（１０，８３９千円） 

環境行動の推進役である「サステナプラザながさき」を中心とした市民の環境行動を推

進する事業を実施する。 

【指定法人】特定非営利活動法人 環境カウンセリング協会長崎 

（令和３年４月１日～令和６年３月31日） 

予 算 説 明 書 
事 業 名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

190～
193 

４ 

衛生費 

１ 

保健衛生費 

９ 

環境対策費 
2-2 

地球温暖化対策

市民運動推進費 

千円

 ２５，５６２

「ながさきサステナプロジェクト」 

～基金等充当事業～ 

持続可能な地域づくりを担う人材育成 

・市民環境行動推進事業 

・環境団体との連携による ESD 講座 

浸
透
と
拡
大

「ながさきエコライフ」の取組み 

ながさきエコライフ・フェスタ 

ながさきエコライフ・ウィーク 

ながさきエコネット（市民ネットワーク） 

実践 

継続 
行動

「ゼロカーボンシティの実現に向けた取組み」 

・脱炭素化に係る市民環境活動応援費 

「ゼロカーボンシティ長崎」

宣言 

きっかけ 
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（ア） 市民環境行動推進業務委託（９，００５千円） 

サステナプラザながさきを活用した相談窓口、普及啓発等に係る業務 

長崎市地球温暖化防止活動推進員の活動支援等に係る業務 

長崎市地球温暖化対策実行計画への協力に係る業務 

（プラスチック製品等の抑制に係る普及啓発を含む） 

サステナプラザながさきの維持管理に係る業務 

（イ） 市民環境活動拠点賃借料（１，８３４千円） 

＊令和６年度に向けて移転のための準備を行う。 

イ 環境 ESD 講座（５２０千円） 

小・中学校において、環境活動を積極的に行っている環境団体の方々等を講師とし、実

際に学び、体験する機会を提供するなどの ESD（持続可能な開発のための教育）講座を行う

ことで、子どもたちが様々な環境問題について、自ら課題を見つけ、原因や対策を調べ、行

動できる能力の育成を図る。（＠52,000円 ×10校 ＝ 520,000円） 

（２） 「ながさきエコライフ」の取組みの推進 １１，６８４千円 

ア 「ながさきエコライフ・フェスタ」の開催（９，３０５千円）

無関心層を含め多くの市民が環境行動を実践するためのきっかけづくりとして、環境に関す

る様々な分野の団体との協働により、啓発効果が高く、気軽に参加できる環境行動イベントを

開催する。（令和５年10～11月頃に長崎水辺の森公園で開催予定）

イ 「ながさきエコライフ・ウィーク」の展開等（２，３７９千円） 

エコライフ・フェスタを初日とする１週間を市民が環境行動を実践するエコライフ・ウィー

クとし、学校、事業者、団体との連携を進めるなどして、市民の参加拡大を図る。 

ウ 「ながさきエコネット」の活動拡大 

市民の環境行動を促進するため、サステナプラザながさきを通して、幅広い市民が、情

報を共有し、市民の環境リーダーとして確実な行動を継続する市民ネットワーク「ながさき

エコネット」の活動拡大を図る。 

（３） ゼロカーボンシティの実現に向けた取組み １，０００千円 

    脱炭素化に係る市民環境活動応援費（１，０００千円） 

    令和４年度は長崎市内の中高大学生からなる ecoN ながさきをゼロカーボンシティ長崎推

進特別委員会に参考人として招致し、次世代を担う若い世代が市議会議員と意見交換する場

を設けたり、「3次元紙芝居」の作成を支援し、様々なイベントで子どもへの教育活動を実施

する手助けをするなどの活動支援を行った。 

令和５年度も引き続き、若い世代が地球温暖化について、議論し情報発信することで、少

しづつその輪を多世代に広げるため、ecoN ながさきの意見やアイディアの実現に向けた支援

を実施する。 
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３ 事業費内訳 

（１） 需用費（印刷製本費等） ３，６５９千円 

（２） 委託料 １８，１７８千円 

ア 市民環境行動推進業務委託  （ ９，００５千円） 

イ エコライフ・フェスタ会場設営等業務委託  （ ６，１１１千円） 

ウ エコライフ・ウィーク広報業務委託  （ ２，０６２千円） 

エ 脱炭素化に係る市民環境活動応援費業務委託 （ １，０００千円） 

（３） 使用料及び賃借料（長崎市地球温暖化防止活動推進センター借上料等） 

  ２，１５６千円 

（４） その他（報酬、謝礼金、広告料等） １，５６９千円 

４ 財源内訳 

事業費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金※１ 地方債 その他※２ 一般財源 

千円

２５，５６２

千円

－

千円

６６６

千円

－

   千円

１１，８９４

千円

１３，００２

※1 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 補助率 7/10 

※2 ながさきエコライフ基金繰入金（11,693 千円）、エコライフ・フェスタ出店料（200 千円）、 

保険料個人負担金（１千円） 
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１ 概 要 

脱炭素社会の実現に向けては、地域で生み出された再生可能エネルギーを地域で活用する「エ

ネルギーの地産地消」の仕組みを促進することが重要であり、地域内資金循環を拡大し、環境と

経済の好循環による脱炭素なまちづくりに向けた取組みを推進する。 

２ 事業内容 

（１） 脱炭素先行地域アドバイザリー業務             ９,２４０千円 

脱炭素先行地域づくり事業に取り掛かるため、交付金申請準備のサポート業務や、交付

決定後の事業実施に関する民間企業との連携及びステークホルダーとの合意形成等に係る

アドバイザリー委託を実施する。   

【実施内容】 

    ・ステークホルダーの合意形成に向けたサポート（資料作成、説明会への参加） 

    ・脱炭素先行地域づくり事業の実施計画作成補助 

・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の交付申請書の作成補助 

（２） エネルギー版産学官民連携スタートアップ事業費     １０，０９７千円

「ゼロカーボンシティ長崎」の実現のためには、市民、事業者、行政が一丸となって、

環境行動を促進するとともに、更に実効性のある取組みを強化、加速する必要があり、そ

のための取組みのひとつとして、令和３年度から、市内産学官民が連携する基盤を構築

し、新たな脱炭素化事業を創出することを目的とした「エネルギー版産学官民連携スター

トアップ事業」を実施している。 

予 算 説 明 書 
事 業 名 予 算 額

ページ 款 項 目 番号 

190～
193 

４ 

衛生費 

１ 

保健衛生費 

９ 

環境対策費 
2-3 

再生可能エネルギー

活用推進費 

千円

２０，２９９
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令和３年度から令和５年度までの３か年で実施する予定としており、令和３年度は「情

報共有」、令和４年度は「事業検討」、令和５年度は「事業構築」と、段階を踏みながら新

たな脱炭素化事業の創出を目指していく。 

令和５年度は、「事業構築」として、令和４年度に行った「事業検討」において抽出され

た、より効果が見込まれる脱炭素化事業について、専門家の意見を交えながら、事業者と

需要者のマッチング等を行い、新たな脱炭素化事業の創出を目指す。 

【事業費内訳】 

・需用費（印刷製本費）  ６４千円 

・委託料  １０，０００千円 

・その他（会場借上げ料）  ３３千円 
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【参考】 

令和３年度の実績

 第 1回「エネルギー版産学官民連携スタートアップセミナー」（R3.10 月） 申込数：７６名 

 内容：① 2050 年カーボンニュートラルとローカル SDGs の実現に向けて 

      講師：環境省 九州地方環境事務所 

② 自治体新電力会社㈱ながさきサステナエナジーについて 

  講師：㈱ながさきサステナエナジー 

③ RE100 実践に向けた脱炭素事業の取り組みについて 

  講師：㈱リコー 環境事業開発センター 

④ 地域で活用する ESG 投資 

  講師：三井住友信託銀行 サステナビリティ推進部 

第２回「エネルギー版産学官民連携スタートアップセミナー」（R3.12 月） 申込数：７４名 

  内容：① 株式会社チョープロの PPA の取組みについて 

       講師：㈱チョープロ 新エネルギー事業部  

     ② 木質バイオマスを地域内循環するためには 

       講師：（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会 

③ 長崎の海洋再生可能エネルギーの可能性と課題 

  講師：NPO法人 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会  

④ エネルギーの脱炭素化へ向けた水素の活用に関する取組み 

講師：㈱イワテック エネルギーソリューション事業部 

  第３回「エネルギー版産学官民連携スタートアップセミナー」（R4.3 月） 申込数：８３名 

内容：① 企業の脱炭素経営と環境省の取組について 

       講師：環境省 九州地方環境事務所 

② 脱炭素経営はチャンス！ 

講師：㈱艶金（岐阜県大垣市） 

③  SDGs スコアリングモデルサービス「Sustainable Scale Index」について 

講師：㈱十八親和銀行 営業推進部 

令和４年度の実績（※企画・運営業務を委託） 

 ・第 1回「エネルギー版産学官民連携スタートアップセミナー」（R5.1 月）  

内容：「PPA 関連事業」及び「木質バイオマス関連事業」に関するグループワークを開催。 

・第２回「エネルギー版産学官民連携スタートアップセミナー」（R5.2 月）  

内容：「PPA 関連事業」及び「木質バイオマス関連事業」に関するグループワークを開催。

 ・各分野間の情報共有会（R5.3 月開催予定） 

  内容：各分野のグループワークの結果発表のため情報共有会を開催予定。 
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３ 事業費内訳

（１） 需用費（印刷製本費等） ３７１千円 

（２） 委託料  １９，５７４千円 

（３） その他（旅費、役務費等）  ３５４千円 

４ 財源内訳 

事 業 費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 ※１ 県支出金 地方債  その他 ※２ 一般財源 

千円

２０，２９９

千円

５，０４８

千円

－

千円

-

千円

 ８４１

千円

１４，４１０ 

※１ 地方創生推進交付金 交付率１／２（５，０４８千円） 

※２ 急速充電器使用に係る収入（８４１千円） 
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１ 概  要 

下水道の整備が見込まれない地域における公共用水域の水質汚濁防止及び公衆衛生の向上に

寄与するため、合併処理浄化槽を設置する市民に対し浄化槽本体工事に係る費用の一部を補助す

るとともに、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を図るため、単独処理浄化槽の撤去費用

等の一部についても補助を行う。 

２ 事業内容 

 (1) 補助イメージ（７人槽モデル工事） 

ア 下水道事業計画区域外（国庫補助対象） 

個人負担 国庫補助対象（４１４千円） 長崎市単独補助 

６０千円 
長崎市 

１／３ 

長崎県 

１／３ 

国 

１／３ 
６４１千円 

イ 下水道事業計画区域内（国庫補助対象外） 

個人負担 長崎市単独補助 

４７４千円 ６４１千円 

 (2) 補助限度額 

  ア 合併処理浄化槽設置工事 

                                        （単位：千円） 

区域 人 槽 【国庫補助対象】 【長崎市単独】 補助合計 

 下水道事業計画区域外 

（国庫補助対象） 

５人槽 ３３２ ４１４ ７４６ 

   ７人槽 ４１４ ６４１ １，０５５ 

１０～５０人槽 ５４８ ９９５ １，５４３ 

 下水道事業計画区域内 

（国庫補助対象外） 

 ５人槽 － ４１４ ４１４ 

   ７人槽 － ６４１ ６４１ 

１０～５０人槽 － ９９５ ９９５ 

  イ 単独処理浄化槽を撤去し合併処理浄化槽へ転換する場合の加算      ４２０千円（R5～） 

                         （下水道事業計画区域内の場合  ２００千円） 

予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

190～ 

193 

４ 

衛生費 

１ 

保健衛生費 

９ 

環境対策費 

4-1 

6-1 

【補助】環境対策施設 

整備事業費補助金 

浄化槽設備 

【単独】環境対策施設 

整備事業費補助金 

浄化槽設備 

千円

１０，１４２ 

１６，４８６
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３ 事業費内訳 

                                               （単位：千円） 

予 算 の 内 訳 事業別の内訳 

 区域 人 槽 基 数 内  訳 【補 助】 【単 独】 

下水道事業計画 

区域外 

（国庫補助対象） 

５人槽 １１基 ８，２０６ ３，６５２ ４，５５４ 

   ７人槽 １１基 １１，６０５ ４，５５４ ７，０５１ 

１０～５０人槽 ２基 ３，０８６ １，０９６ １，９９０ 

単独から合併へ 

の転換（加算） 
(２基) ８４０     ８４０ －

計 <１> ２４基 ２３，７３７ １０，１４２ １３，５９５ 

下水道事業計画 

 区域内 

（国庫補助対象外） 

５人槽 １基  ４１４  ４１４ 

   ７人槽 ２基 １，２８２  １，２８２ 

１０～５０人槽 １基 ９９５  ９９５ 

単独から合併へ 

の転換（加算）
(１基) ２００  ２００ 

計 <２> ４基 ２，８９１  ２，８９１ 

計 <１>＋<２>  ２８基 ２６，６２８ １０，１４２ １６，４８６ 

４ 補助金利用の設置実績の推移（過去１０年間）                      （単位：基）  

年度 

浄化槽設置基数 

国庫補助利用 市単独補助利用 

Ｈ２４ ９０ ９３ 

H２５ ４０ ４４ 

H２６ ４２ ４４ 

H２７ ３９ ４０ 

H２８ ４２ ４２ 

H２９ ３２ ３２ 

H３０ ４２ ４２ 

R１ ３４ ３５ 

R２ ２２ ２８ 

R３ ２３ ２５ 

計 ４０６ ４２５ 

【補助】 
対象外 
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５ 浄化槽の設置状況（令和４年３月末現在） （単位：基）

区 域 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 計 

下水道事業計画区域外 ２,５２２ ８１ ２,６０３ 

下水道事業計画区域内 ２２１ ４０６ ６２７ 

計 ２,７４３ ４８７ ３,２３０ 

６ 財源内訳 

事  業  費 
財 源 内 訳 

 国庫支出金※１  県支出金※２ 地方債  その他 一般財源 

千円 

【補助】 １０，１４２ 

千円 

３，３８０ 

千円 

３，０４２ 

千円 

－ 

 千円 

－ 

千円 

３，７２０ 

【単独】 １６，４８６ － － － － １６，４８６ 

※１ 循環型社会形成推進交付金   ※２ 長崎県浄化槽設置整備事業補助金   
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１ 概  要 

リサイクル推進員の委嘱や、小中学校のリサイクル活動の促進を通して、地域の中で分別・

減量について理解・意識し、行動できる人材を育成することで、市民と行政が一体となった

ごみの分別、減量化及びリサイクルを推進する。 

２ 事業内容 

 リサイクル推進員の委嘱及び謝礼金の交付 

推進員は、自治会の代表者の推薦により、２年の任期で市長が委嘱する。また、推進

員配置自治会に対し、１世帯当たり年額 300 円の活動謝礼金を交付する。 

【リサイクル推進員数の推移】 

年度 配置自治会数／全自治会数 推進員配置割合 推進員数 

平成 28 年度 790／982 自治会 80.4% 2,979 人 

平成 29 年度 795／982 自治会 81.0% 3,009 人 

平成 30 年度 773／975 自治会 79.3% 2,865 人 

令和元年度 786／980 自治会 80.2% 2,926 人 

令和 2年度 783／978 自治会 80.1% 2,802 人 

令和 3年度 787／975 自治会 80.7% 2,831 人 

令和 4年度 724／967 自治会 74.9% 2,526 人 

※令和４年度は令和５年１月 26 日時点の数値 

 研修会及び施設見学会の実施 

各地域で研修会を開催し、ごみ分別に係る指導方法や周知・啓発の内容、推進員の活動 

事例について紹介を行うことで自治会及び推進員の活動の充実・推進を図る。また、ごみ

処理施設の見学会を行い、市のごみ処理の現状に理解を深めていただき、ごみ減量及びリ

サイクル推進に活かしていく。 

 小中学校リサイクル活動推進 

小中学生に対する環境教育を推進するため、給食用牛乳パックや、家庭から排出される

ペットボトルのキャップを回収しリサイクルする活動を支援する。 

また、回収に取り組んでいる学校に対し、回収用ポリ袋等の用具を配布する。 

３ 事業費内訳 

報償費（リサイクル推進活動謝礼金）               ３３,７５６千円 

需用費（リサイクル推進員被服等）                 ３，０３４千円 

役務費（郵送料等）                          ３２９千円 

使用料及び賃借料（研修会等会場借上料等）               ６８８千円 

予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

194～ 
197

４ 
衛生費 

２ 
清掃費 

１ 
清掃総務費 

4-2 
リサイクルコミュニ

ティ推進費 

千円

３７，８０７
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４ 財源内訳 

事  業  費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源 

千円

３７，８０７

千円

-

千円

-

千円

-

    千円

３７，８０７

千円

-

※長崎県市町村振興協会宝くじ市町交付金 
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１ 概 要 

精霊流しによる精霊船等の処理作業やお宮日期間中の清掃、収集運搬作業、市民大清掃のごみ

の選別・処理作業等を行う。 

２ 事業内容 

 精霊船等処理   

精霊船流し場の整備並びに流された精霊船及びこも包み等の処理を行う。

 （主な業務委託） 

・精霊船運搬等業務委託 

流し場内に持ち込まれた精霊船を解体し、こも包みとともに東工場内仮置場への搬入を行う。 

・精霊船流し場整備業務委託 

流し場への精霊船の受入れを円滑に行うため、鋼板の敷設及びフェンス等の設置を行う。 

・東工場精霊船等後処理業務委託 

 東工場の仮置場に搬入された精霊船及びこも包み等を選別し、適正処理を行う。 

 お宮日ごみ処理   

お宮日期間中に、市民等から排出されたごみ及び道路上の散乱ごみを委託により収集運搬を

行う。

 市民大清掃等ごみ処理   

市民大清掃等により仮置場に搬入されたごみを委託により選別し、適正に処理する。

３ 事業費内訳 

 需用費（流し場従事者用誘導棒、耳栓、軍手等）              １３７千円 

 委託料（精霊船等処理、お宮日ごみ処理、市民大清掃等ごみ処理）   ４５，００７千円 

 使用料及び賃借料（バルーンタイプ投光器レンタル料等）         ２,２５８千円 

 その他（流し場仮設トイレ汲み取り料等）                   ５６千円 

４ 財源内訳 

事 業 費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

千円

４７,４５８

千円

－

千円

－

千円

－

   千円

－

千円

４７,４５８

予 算 説 明 書 
事 業 名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

196～ 
199

４ 

衛生費 

２ 

清掃費 

２ 

ごみ処理費 
1-5 特殊ごみ処理費 

千円

４７，４５８
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（参考） 

尾上・元船地区流し場変遷

④県庁エプロン・元船北岸壁

（R1）

②魚市跡地

（H20～H26）

①元船北岸壁

（H19）

③ＮＢＣハウジングステーション跡地

（H27～H30）

⑤元船北岸壁

（R2）（R3
⑤元船北岸壁 

(R2～R4)（R5 予定) 
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１ 概  要 

長崎市一般廃棄物処理計画に基づき、市内の家庭、事業所から排出される一般廃棄物の収

集運搬に係る業務を委託し、一般廃棄物の適正処理を行う。 

２ 事業内容 

 燃やせるごみ等収集運搬 

市内の直営収集区域以外の区域におけるごみの収集運搬を委託により行うもの。 

ごみは主にステーション方式により排出され、パッカー車による収集を行う。 

(注１)「世帯数」は、令和４年３月末日現在の「住民基本台帳に基づく町別人口・世帯数」数値 

(注２) 旧７町地区の業務には、粗大ごみ収集運搬業務を含む。 

(注３) 随意契約地区は令和７年度から入札へ移行（旧７町地区は地域特性を加味した入札） 

 粗大ごみ収集運搬    

   随時の申込を受け付け、排出される粗大ごみの戸別収集運搬を委託により行う。    

３ 事業費内訳 

 委託料（ごみ収集運搬、粗大ごみ収集運搬）       １，２５２，１３６千円 

 使用料及び賃借料（曳航船及び台船賃貸借）          ２０，９００千円 

４ 財源内訳 

事  業  費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 ※ 一般財源 

千円

１，２７３，０３６

千円

－

千円

－

千円

－

   千円

２７，０４１

千円

１，２４５，９９５

※ 粗大ごみ処理手数料 

予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

196～ 
199 

４ 
衛生費 

２ 
清掃費

２ 
ごみ処理費 

1-6 ごみ収集委託費 
千円

１，２７３，０３６

区分 収 集 地 区 
世帯数 

(注 1)

委
託

入
札
地
区

①立山、江平、三原など ②銭座町、川口町、中園町など 

旧
長
崎
市

85,441 
③新大工町、浜町、上小島など ④元船町、桜町、館内町など 

⑤大浦町、戸町、大山町など ⑥赤迫、滑石、横尾など 

⑦住吉町、女の都、川平町など － 

随
意
契
約
地
区
（
注
３
）

⑧平山町、深堀町、田上など ⑨茂木町、小ヶ倉町、ダイヤラ

ンドなど 
30,465 

⑩三重町、京泊、畝刈町など ⑪式見町、小江原 1，3～5丁目、

柿泊町など 

⑫香焼地区 ⑬伊王島地区 旧
７
町
（
注２
）

17,289 
⑭高島地区 ⑮野母崎地区 

⑯三和地区 ⑰外海本土地区 

⑱外海池島地区 ⑲琴海地区 

直営 
中央環境センター（神の島、小江町、油木町、西北町など） 

72,155 
東部環境センター（矢の平、片淵、つつじが丘、潮見町など） 

合  計 205,350 

収集見込量 約 37,600 個 
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長崎市 ごみ収集区域（R５年度）

東部環境センター

中央環境センター

⑱三井松島

リソーシス
①中央Ａ 

（長崎市古紙リサイクル回収機構）

②中央Ｂ 

（長崎環境美化）

⑭福島清掃

③南部Ａ 

（環境産業）

④南部Ｂ 

（海野清掃産業）

⑤南部Ｃ

（カワイテック）

⑧茂木清掃

⑨大串清掃

⑯森田清掃

⑮野母崎振興公社

⑥北部 A

（アイスタン）

⑦北部 B 

（コンフォート・ミンティ）

⑪式見清掃

⑩岩﨑清掃

⑰クリーン外海

⑲琴海環境保全

⑬福島清掃
⑫ひかり運送

直営（中央・東部）

旧市内（競争入札）

合併町（随意契約）

旧市内（随意契約） 4業者
7業者

７業者

2センター
①～⑦

⑧～⑪

⑫～⑲
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１ 概  要 

資源循環型社会の実現及び最終処分場の延命化を図るため、容器包装リサイクル法等に基

づき分別収集した資源ごみ、古紙、プラスチック製容器包装の選別等処理を行い、再商品化

等につなげる。併せて、古布から新たな繊維へ再生する新たなリサイクル事業に着手する。 

また、ごみの分別、減量化及びリサイクルの推進を図るため、チラシの配布や広報紙への

掲載等により、市民への意識啓発を行う。

２ 事業内容    

 選別等処理 

ア 資源ごみ：選別・圧縮梱包・引渡し、ガラスびん等残さ運搬及び再商品化 

イ 古紙：選別・圧縮梱包・引渡し 

ウ プラスチック製容器包装：選別・圧縮梱包・引渡し 

エ 古布：選別・再商品化 

 選別等処理業務委託に関する処理量の推移        （単位：ｔ） 

業務名 令和 2年度 令和 3年度 
令和 4年度 

（見込み）

令和 5年度 

（見込み）

資源ごみ選別業務 6,980 7,080 6,900 6,900

古紙選別業務 3,710 3,720 3,600 3,400

プラスチック製容器包装

選別業務 
5,360 5,120 4,800 4,640

  ※処理の流れは次頁の「資源ごみ、古紙、プラスチック製容器包装のリサイクル」を参照 

  ※古布再商品化業務は６ｔの処理量を見込んでいる 

 周知・啓発活動  

ごみ分別に関する様々なチラシを作成し地域センターに設置するとともに、自治会や

不動産業者等を通じて配布する。また、自治会や大学・専門学校等においてごみ分別説

明会を実施する。説明会では、ごみの分別方法や減量・リサイクルを行う目的を参加者

の状況に合わせ、より分かりやすく周知・啓発を行うことにより、市民の意識高揚を図

るとともに、市民一人ひとりの取組みにつなげる。 

３ 事業費内訳 

需用費（広報ながさき折込チラシ・ごみ分別チラシ印刷製本費等）  ４，１２５千円 

委託料（資源ごみ、古紙、プラスチック製容器包装選別処理等） ４７５，５９７千円 

その他（郵送料・手数料等）                            ５４１千円 

４ 財源内訳 

事  業  費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源 

千円

４８０，２６３

千円

－

千円

－

千円

－

     千円

３４３，６２６

千円

１３６，６３７

※有価金属混合物及び古紙売却収入など 

予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

196～ 
199

４ 
衛生費

２ 
清掃費 

２ 
ごみ処理費 

4-1 資源ごみ処理費 
千円

４８０，２６３
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（資料）

プラス
チック製
容器包装

資源ごみ

東工場

三京クリーン

ランド

古紙

資源ごみ、古紙、プラスチック製容器包装のリサイクル 

東工場

三京リサイクルプラザ

民間事業者業務委託

焼却又は埋立

古紙買受事業者に売却

金属等買受事業者に売却

高島一般廃棄物
一時保管施設

高島一般廃棄物
一時保管施設

高島一般廃棄物
一時保管施設

一時保管

一時保管

【売却後のリサイクル】

・スチール缶、建材等

・アルミ缶、アルミ製品等

・ガラスびん

日本容器包装リサイクル協会が
指定する再商品化事業者に引渡し

【再商品化】
・ガラスびん

・ガラス再生砂(埋め戻し材)等

・繊維、飲料用ボトル等

焼却又は埋立

一時保管

【売却後のリサイクル】

・新聞、雑誌等

・段ボール、絵本等

・段ボール、紙筒等

日本容器包装リサイクル協会が
指定する再商品化事業者に引渡し

【再商品化】

・製紙原料等

中間処理
日本容器包装リサイクル協会が指定する

再商品化事業者に引渡し

【再商品化】

・炭化水素油（プラスチック製品の化学原

料）、コークス（鉄を製造する際の還元剤）、

燃料ガス（製鉄所内の発電所等で使用）等

焼却又は埋立

（可燃残さ・不燃残さ）

一時保管

スチール缶

その他スチール

アルミ缶

その他アルミ

ガラスびん

（無色）

ガラスびん

（茶色）

ガラスびん

（その他色）

ペットボトル

ガラスびん

（残さ）

可燃残さ

不燃残さ

民間
事業者
（委託）

中間処理

民間
事業者
（委託）

新 聞

雑誌類

段ボール

紙製容器包装

可燃残さ
不燃残さ

中間処理

民間事業者（委託）
【資源化】

・ガラス再生砂（埋め戻し材）

【資源化】

・固形燃料（RPF）

民間事業者（委託）

・飲料用ボトル

ケミカルリサイクル事業者に売却
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１ 概要 

本事業は、平成 28 年 10 月から閉鎖している旧西工場について、国の循環型社会形成推進交付金を活

用し、不要となった煙突等の施設を解体するとともに、既存の施設及び敷地を活用し、新たにストックヤード

を整備するもので、令和５年度末をもって完了することとしている。 

令和５年度は、令和３年度から継続している工場棟内部改修工事のほか、煙突跡地のストックヤード建設

工事に着手し年度内の完成を予定している。 

なお、旧西工場の管理棟については、令和４年３月末から中央環境センター事務所として、また、工場棟

３階については中央環境センターの車庫として令和４年７月末から供用を開始している。 

２ 事業内容 

（１）事業期間      令和２年度～令和５年度 

（２）事業費内訳等 

予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

198～ 
199 

4 

衛生費 

2 

清掃費 

2 

ごみ処理費 
6-1 

【補助】ごみ処理施設等整備事

業費 

ストックヤード整備 

千円 

３３０，１００ 

区

分
工事名等 工期等 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

全

体

旧西工場工場棟耐震診断 

・耐震補強及び煙突解体 

等実施設計業務委託 

R2.8 月 

～R3.3 月 

煙

突
旧西工場煙突解体工事 

R3.9 月 

～R4.7 月 

工

場

棟

旧西工場工場棟内部改修 

ほか主体工事 

R3.9 月 

～R6.1 月 

旧西工場工場棟内部改修 

ほか電気設備工事 

R3.11 月 

～R5.11 月 

旧西工場工場棟内部改修 

ほか機械設備工事 

R3.10 月 

～R5.11 月 

旧西工場工場棟屋上防水 

改修工事 

R3.9 月 

～R4.2 月 

契約額 計（円） 936,883,582 35,547,600 269,476,900 366,221,713 265,637,369 

煙

突

跡

地

旧西工場ストックヤー

ド建設に伴う実施設計

業務委託 

R4.9 月 

～R5.2 月 

ストックヤード建設工

事 
R5 年度

予算額 計（円） 67,412,000   2,950,000  64,462,000 

合計（円） 1,004,295,582 35,547,600 269,476,900 369,171,713 330,099,369 

：完了         ：継続実施         ：実施予定 
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３ 財源内訳

事業費 
財 源 内 訳 

国庫支出金※1 県支出金 地方債※2 その他 一般財源 

千円 

   ３３０，１００ 

千円 

９４，４９８ 

千円 

－ 

千円 

 ２０４，９００ 

     千円 

－ 

千円 

  ３０，７０２ 

※1循環型社会形成推進交付金    交付率１/３ 

※2一般廃棄物処理事業債      充当率９０％（交付税措置率５０％） 

充当率７５％（交付税措置率３０％） 

４ 旧西工場写真（令和５年１月時点） 

工場棟： 

ストックヤード整備中 

（内部機器撤去、内部改修、 

耐震補強、屋上防水 等） 

管理棟： 

中央環境センター事務所整備 

（令和４年３月末 供用開始） 

煙突： 

解体後跡地にストックヤード建設 

（令和４年７月末 煙突解体済） 

工場棟: 

中央環境センター車庫整備 

（令和４年７月末 供用開始） 
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５ 参考（旧西工場活用後 配置図） 

旧西工場配置図（整備前） 

旧西工場配置図（整備後） 

ウ

イ 中央環境センター車庫

ア 中央環境センター
事務所 

グラウンド 

イ 工場棟 

グラウンド 

ア 管理棟 

発電設備棟 

駐車場 

駐車場 

灰トラック車庫 

洗車場 

ア 管理棟：中央環境センターの事務所として活用（R4 3 月末 供用開始） 
イ 工場棟：内部機器を撤去後、車庫、ストックヤード整備（R3～R5 工事） 
ウ 煙突 ：煙突解体後跡地にストックヤード建設（R4 設計、R5 工事） 

イ ストックヤード

ウ 煙突 

ウ ストックヤード 
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１ 概 要 

東工場は、昭和63年の稼動開始から35年が経過し施設の老朽化が進行しているが、令和８年度の新

工場稼働開始までは性能を維持しながら安全に稼働させる必要があるため、最小限の整備を行う必要

がある。 

本事業は、新東工場建設までの期間を見据え、施設の性能維持及び安定稼働を目的とした「定期整

備工事」を実施するものである。 

なお、「定期整備工事」は令和６年度まで行う予定としている。 

２ 事業内容 

（１） ごみ焼却設備及び付帯設備整備 （１・２号炉） 

ごみ焼却熱により蒸気を発生させるボイラー水管等の整備 

（２）蒸気タービン整備 

ボイラーで発生した蒸気により発電を行う蒸気タービンの整備 

（３）耐火物整備 

焼却炉を高温の焼却熱から保護する耐火物の整備  

（４）剪断破砕機整備  

粗大ごみを破砕する設備の整備 

３ 財源内訳 

事 業 費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債※ その他 一般財源 

千円 

１５３，６００

千円 

－ 

千円 

－ 

千円 

１１５，２００ 

千円 

－ 

千円 

３８，４００ 

※一般廃棄物処理事業債  充当率 75％（交付税措置率 30％） 

予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

２００ 
196～ 
199 
２０３

４ 

衛生費 

２ 

清掃費 

２ 

ごみ処理費 
7-1 

【単独】ごみ処理施設

等整備事業費 東工場

千円 

１５３，６００ 
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４ 事業概要の説明図 

（１）ごみ焼却設備及び付帯設備整備 (１・２号炉) 

ボイラー開放点検整備及びボイラー水管表面の付着物の除去、計測等 

（２）蒸気タービン整備 

  蒸気タービンの分解整備、点検及び計測等 

ごみピット

蒸気復水器ヤード煙

突

（３）耐火物整備  

（１）ごみ焼却設備及び付帯設備整備(１・２号炉) 

（４）剪断破砕機整備 
排ガス処理棟

（２）蒸気タービン整備 

施工前 施工後
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（３）耐火物整備  

脱落・摩耗した耐火物の整備 

（４）剪断破砕機整備  

油圧シリンダー及び剪断刃等の整備 

施工前 施工後
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予 算 説 明 書 

事  業  名 予 算 額 
ページ 款 項 目 番号 

198～ 
199 

4 

衛生費 

2 

清掃費 

3 

し尿処理費 
1-1 

生活排水処理基本計画 

策定費 

千円

５，６００

１ 概要  

現在、長崎市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、市町村に策定義務のある「生

活排水処理基本計画（以下「計画」という。）」により、平成 25年度から令和５年度を計画期間にして、長

期的・総合的視点に立って計画的に生活排水処理対策を図っている。 

本事業は、現計画の期間終了に伴い、令和６年度以降の生活排水処理の基本方針となる次期計画

の策定を行うもの。 

２ 事業内容  

(１) 

(２) 

(３) 

(４) 

(５) 

計 画 区 域

対 象

計 画 施 設

計 画 期 間

業 務 内 容

長崎市内全域 

長崎市で発生する生活排水 

公共下水道、集落排水処理施設、合併・単独処理浄化槽、し尿処理施設 

10 年（予定） 

今後の人口・世帯数の減少と既存インフラの現状を背景に、生活排水処理の

現状把握及び将来予測を踏まえて、適切かつ効率的な処理体制や施設整備等

の検討を行う。 

３ 事業費 

計画策定業務委託費 ５，６００千円 

４ 財源内訳  

事業費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

千円 

５，６００ 

千円 

－

千円 

－

千円 

－

千円 

－  

千円 

５，６００ 
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１ 概  要 

長崎市生活排水処理基本計画に基づき、一般廃棄物の適正処理のため、市内の家庭、事業所

から排出されるし尿及び浄化槽汚泥（以下「し尿等」という。）の収集運搬に係る業務を許可

及び委託により事業者に行わせるとともに、収集したし尿等を市の処理場（琴海クリーンセン

ター、長崎半島クリーンセンターの２か所）において処理することとしているが、本事業では、

そのうち収集運搬等に係る業務を行うもの。 

２ 事業内容 

 収集運搬業務 

ア し尿等収集運搬業務委託 

委託地区のし尿等の収集及び中継タンク又は処理場への運搬業務を委託するもの。 

（ア）旧市内地区（木場、神ノ島、三重地区） 

（イ）高島地区 

（ウ）伊王島地区  

（エ）池島地区 

イ し尿等運搬業務委託 

中継タンク（し尿３か所、浄化槽汚泥１か所）に貯留されたし尿等を処理場へ運搬する 

   業務を委託するもの。 

 し尿処理手数料基幹業務系システム（単独系）連携機能改修業務委託  

   し尿処理手数料の支払方法について、コンビニ収納等多様な支払方法に対応し、納入者の

納入時にかかるサービス向上を図るため、システム改修を行うもの。 

 その他（中継タンク清掃等） 

 【参考】 

し尿収集の状況 

区 分 地 区 名 
令和 3年度 

収集量 (ＫＬ) 

令和 3年度 

収集件数(件) 

委託地区 

旧市内地区 A（木場、神ノ島、三重地区） (※)    671    3,104

高島地区 25 12

伊王島地区 20 35

池島地区 4 29

委託地区合計①  720 3,180

許可地区 

旧市内地区 B（旧市内中心部など） (※)   8,921  49,049

旧市内地区 C（東長崎地区・三川・川平地区） 1,316    5,681

香焼地区 32      42

野母崎地区 457   1,207

外海（本土）地区 888 3,188

三和地区・香焼地区の一部 894 2,897

琴海地区   1,239 2,849

許可地区合計②  13,747 64,913

合計（①+②）  14,467 68,093

予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

198～ 
199

４ 

衛生費

２ 

清掃費 

３ 

し尿処理費 
1-5 し尿汲取費 

千円

１３８，２２３
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※ 旧市内地区 A・Bの年間収集量は、両収集地区の収集量の合計を許可地区と委託地区との 

件数の割合で按分している。 

３ 事業費内訳 

 需用費（消耗品費等）                ３，１４７千円 

 役務費（郵送料等）                   ２５０千円 

 委託料（し尿収集運搬委託等）          １３２，５１２千円 

 使用料及び賃借料（貯留タンク等使用料）       ２，３１４千円 

４ 財源内訳 

事  業  費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 ※ 一般財源 

千円

１３８，２２３

千円

－

千円

－

千円

－

   千円

１３，９９２

千円

１２４，２３１

※ し尿処理手数料 
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【参考】長崎市のし尿汲取り状況図 

福島清掃（委託地区） 
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予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

198～ 
199 

4 

衛生費 

2 

清掃費 

3 

し尿処理費 
1-7 

茂里町環境センター解体費

負担金 

千円

９，４６０

１ 概要  

中部下水処理場の敷地内に所在する茂里町環境センター（（一財）クリーンながさきが使用）は、同処

理場の廃止（令和５年度末）に伴い旧クリーンセンターに移転し、令和６年度に供用開始することとして

いる。 

令和５年度に上下水道局において中部下水処理場敷地内施設の解体・撤去工事に係る設計業務委

託を一括して実施するため、設計業務委託費のうち、茂里町環境センター相当分を負担するもの。 

２ 事業内容  

(１) 

(２) 

業 務 内 容 

事 業 期 間 

茂里町環境センターを含む中部下水処理場敷地内施設の解体・撤去工事 

に係る詳細設計業務 

令和５年度～（令和６年度以降に解体・撤去工事を予定） 

３ 事業費 

上下水道局設計業務委託費負担金  ９，４６０千円 

４ 財源内訳  

事業費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

千円 

９，４６０ 

千円 

－

千円 

－

千円 

－

千円 

－  

千円 

９，４６０ 

５ 参考 

（１） 茂里町環境センター概要 

   ・所 在 地：長崎市茂里町２番２号 

   ・構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造３階建 

   ・延 べ 面 積：4，531.40 ㎡ 

（２） 中部下水処理場概要 

 ・敷 地 面 積：28，000 ㎡ 
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（３） 航空写真 
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予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

198～ 
199 

4 

衛生費 

2 

清掃費 

3 

し尿処理費 
2-１ 

【単独】し尿処理施設等整備事

業費  

旧クリーンセンター整備 

千円 

２３７，６００ 

１ 概要 

本事業は、中部下水処理場の廃止（令和５年度末）に伴い、同敷地に所在する茂里町環境センター

((一財)クリーンながさきが使用)、動物愛護管理センター及び流量調整池の機能を旧クリーンセンターに

移転するために、旧クリーンセンターの内部を整備するもの。 

令和３年度は整備のための設計を行った。令和４年度から整備工事に着手し、令和５年度末の完成

を予定している。 

２ 事業内容 

（１）工事内容 

ア 内部機器撤去工事 

移転整備を行うにあたり不要な内部機器の撤去を行うもの。 

イ 内部改修工事 

  茂里町環境センター等の移転に伴う内部改修を行うもの。 

（２）事業期間      令和３年度～令和５年度 

（３）事業費内訳 (令和５年度)   

ア 内部機器撤去工事  １０５，４５９千円 

イ 内部改修工事   １３２，１４１千円 

（４）年度別事業費 

※動物愛護管理センターに係る内部改修及び上下水道局に係る流量調整池の整備費用は除く。 

  但し、受変電設備（共用設備）についてのみ上下水道局分を含んでおり、費用については別途 

上下水道局より負担金として受け入れる。 

（５）旧クリーンセンターの配置 

【現在】                            【改修後】  

年度 事業費 (千円) 事業内容 

令和 3 年度 ２８，８０５ 内部機器撤去及び内部改修設計業務委託 

令和 4 年度 １６１，６００ 内部機器撤去及び内部改修工事 

令和 5 年度 ２３７，６００ 内部機器撤去及び内部改修工事 

合計 ４２８，００５  

6F 保健環境試験所（機械室）  6F 保健環境試験所（機械室） 
5F 

保健環境試験所 
 5F 

保健環境試験所 
4F  4F 

3F  3F  
茂里町環境センター
【本事業により改修】

2F 

旧クリーンセンター 
【本事業により撤去】 

 2F 動物愛護管理
センター 1F  1F 

B1F  B1F 
上下水道局（流量調整池） 

B2F  B2F 
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３ 財源内訳

事業費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 ※１ その他 ※２ 一般財源 

千円 

   ２３７，６００ 

千円 

－ 

千円 

－ 

千円 

１３３，５００ 

     千円 

５９，４７３ 

千円 

 ４４，６２７ 

※１ 一般廃棄物処理事業債 充当率７５％ （交付税措置率３０％） 

※２ 上下水道局負担金 

４ スケジュール 

５ 参考

（１） 旧クリーンセンター概要 

 ・所 在 地 ：長崎市茂里町２番 34 号 

 ・構 造 ：鉄骨鉄筋コンクリート造 地下２階地上６階 （上階は保健環境試験所が区分所有) 

 ・延 床 面 積 ：19,698.31 ㎡ 

 ・竣 工 ：平成２年９月 

（２） 茂里町環境センター((一財)クリーンながさき)の執務室等の占有面積 

 移転前  約 1,620 ㎡ 

 移転後   約 510 ㎡ 

６ 集約後イメージ図 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

中部下水処理場  廃止 

旧クリーンセンター    

・茂里町環境センター  移転後 

供用開始 ・動物愛護管理センター

設計 工事 
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スケジュール（予定）

R5 R6 R7 R8 R9

基本設計

詳細設計

建設工事

予 算 説 明 書
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

198～ 
199 

4 

衛生費 

2 

清掃費 

3 

し尿処理費 
2-2 

【単独】し尿処理施設等

整備事業費 

し尿等受入施設建設 

事業費負担金 

千円

１４，６９０

１ 概要  

し尿及び浄化槽汚泥（以下「し尿等」という。）の発生量は、下水道普及率の増加や人口減少等により

年々減少しているが、長崎市においては、今後もし尿の汲み取りが必要な住戸や浄化槽で処理を行っ

ていく区域があるため、令和 10年度以降は、西部下水処理場に「し尿等受入施設」を建設し、処理の効

率化を図ることとしている。 

本事業は、上下水道局が下水道事業として建設する「し尿等受入施設」に係る基本設計業務委託費

について相当分を負担するもの。 

２ 事業内容  

(１) 

(２) 

業 務 内 容

事 業 期 間

「し尿等受入施設建設」に係る基本設計業務（令和５年度） 

令和５～９年度 

３ 事業費 

上下水道局設計業務委託費負担金    １３，０００千円 

上下水道局事務処理負担金          １，６９０千円 

４ 財源内訳  

事業費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

千円 

１４，６９０ 

千円 

－

千円 

－

千円 

－

千円 

－ 

千円 

１４，６９０ 

５ 位置図及びスケジュール 

琴海クリーンセンター

長崎半島クリーンセンター

施設の集約 し尿等受入施設

(西部下水処理場)

処理能力 60kL/日 
平成 2年度稼働開始 
令和 9年度末稼働終了予定 

約 50kL/日 受入予定 

処理能力 40kL/日 
平成 11年度稼働開始 
令和 7年度末稼働終了予定 
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予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

200～ 
201 

４ 

衛生費 

２ 

清掃費 

４ 

新東工場建設
事業費 

1-1 

【補助】新東工場建設

事業費 

ごみ焼却施設建設 

千円 

３,２０６,０００

１ 概要 

本事業は、昭和 63年の稼働開始後、35 年が経過する現東工場の老朽化に伴い、ＤＢＯ方式による

新東工場整備運営事業において、新東工場の建設を行うもの。 

なお、令和４年９月に本契約(建設期間：３年半、運営期間：20年)の締結及び工事着手し、令

和７年度末を工事完了予定としている。 

２ 事業内容 

(１) 

(２) 

(３) 

(４) 

(５) 

(６) 

(７) 

(８) 

(９) 

(10) 

施 設 の 種 類

建 設 場 所

処 理 能 力

処 理 方 式

事 業 方 式

工 事 契 約 日

契 約 相 手 方

建 設 期 間

供 用 開 始

工 事 契 約 額

ごみ焼却施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設） 

長崎市戸石町 88番地 10 を含む都市計画決定区域内 

210 t/日（105t/日×２炉）  

全連続燃焼式ストーカ炉  

ＤＢＯ方式 (公設民営) 

令和４年９月９日（工事請負契約議案の議会議決日） 

三菱・フジタ・ＭＨＩＴＣ特定建設工事共同企業体 

令和４年９月～令和８年３月 

令和８年４月１日(予定) 

２０,５５９,０００,０００円 

３ 事業費（令和５年度） 

(１) 工 事 請 負 費 ３,１９６,２４７千円

(２) 事務費  ９,７５３千円

４ 財源内訳 

※１ 循環型社会形成推進交付金  交付率１/３  

※２ 一般廃棄物処理事業債  充当率 ９０％（交付税措置率５０％）  

７５％（交付税措置率３０％）  

事業費 

財 源 内 訳 

国庫支出金

※１ 

県支出金 地方債 

※２ 

その他 一般財源 

  千円 

３,２０６,０００ 

千円 

７３,７３７ 

千円 

－ 

千円 

２,３６３,９００

    千円 

－ 

千円 

７６８,３６３ 
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５ 年度別建設工事費 

                                (単位：千円) 

年度 建築工事費 概要 

令和４年度 ２０,５５９ （R4～R6） 基本設計・詳細設計 

（R4～R5） 造成工事 

（R4～R5） 解体工事（粗大ごみ処理施設） 

（R5～R7） 建築工事 

（R6～R7） プラント工事 

（  R7  ） 試運転 

令和５年度 ３,１９６,２４７ 

令和６年度 ４,５５６,５２６ 

令和７年度 １２,７８５,６６８ 

合計 ２０,５５９,０００ 

財源内訳見込み 

国庫支出金 

※３ 

地方債 

※４ 

一般財源 

４,１８０,５６９ １３,２８８,５００ ３,０８９,９３１ 

※３ 循環型社会形成推進交付金  交付率１/２、１/３ 

※４ 一般廃棄物処理事業債  充当率 ９０％（交付税措置率５０％）  

７５％（交付税措置率３０％）  

６ スケジュール（予定）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

基本設計・詳細設計

造成工事

解体工事

建築工事

プラント工事

試運転
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【参考】 

 １ 建設地位置図 

２ 現東・西工場との比較 

項目 新東工場 現東工場 西工場 

処理能力 
２１０ t/日 

（１０５ t/日×２炉） 

３００ t/日 

（１５０ t/日×２炉） 

２４０ t/日 

（１２０ t/日×２炉） 

処理方式 
全連続燃焼式 

ストーカ炉 

全連続燃焼式 

ストーカ炉 

全連続燃焼式 

ストーカ炉 

煙 突 高 ５９m ７５m ５９m 

供用開始 令和８年４月(予定) 昭和６３年４月 平成２８年１０月 

都市計画決定区域（ごみ処理場） 
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予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

200～ 
201 

４ 

衛生費 

２ 

清掃費 

４ 

新東工場建設
事業費 

2-1 

【単独】新東工場建設

事業費 

地域環境整備 

千円 

１０，０００

１ 概要 

本事業は、新東工場の整備にあたり、建設地の地元である戸石小学校区連合自治会、橘小学校区

自治会連合会と市との間で、新東工場の運営に係る環境保全協定と併せて締結した新東工場の建設

に関する覚書に基づく地元地区の地域環境整備として、かき道船泊り防波堤の越波対策のため、消

波ブロックを設置するもの。 

２ 事業内容 

(１) 場 所  長崎市かき道１丁目地先船泊り 

(２) スケジュール  令和５年度 測量設計業務委託 

   令和６年度 消波ブロック設置工事 

３ 事業費 

 測量設計業務委託費 １０,０００千円

４ 財源内訳 

事業費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

  千円 

１０，０００ 

千円 

－ 

千円 

－ 

千円 

－

    千円 

－ 

千円 

１０，０００ 

Ｒ５年度 Ｒ６年度

測量・設計

消波ブロック設置工事
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５ 参考 

(１) 位置図

(２) 橘小学校区自治会連合会からの要望事項及び市の回答 

要望事項 回 答 

かき道１丁目地先船泊

りの防波堤改良 

これまで、地域の安全・安心のため、道路沿いの壁の整備や船揚

場の開閉式ゲートの設置など、市として対応可能な船泊り周辺の整

備に努めてまいりましたが、防波堤は市の所有物でないことから、

市が直接、防波堤の改良工事を行うことは困難な状況です。 

しかしながら、防波堤からの暴風・台風等の波浪による越波での

家屋や道路への被災リスクをより低減するために、防波堤の前面に

消波ブロックを設置いたします。 

かき道 
船泊り 

消波ブロック設置
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１ 今後のし尿等の処理方法について 

 概要 

長崎市のし尿及び浄化槽汚泥(以下し尿等)は、茂里町の長崎市クリーンセンタ

ーを平成 28 年 3 月 31 日に廃止した後、琴海クリーンセンターと野母崎の長崎半島

クリーンセンターを再稼働し、現在 2か所のし尿処理施設で処理をしている。 

下水道普及率の増加や人口減少等により、し尿等の発生量は年々減少している

が、長崎市には今後も、し尿の汲み取りが必要な住戸や浄化槽で処理を行っていく

区域があり、し尿等がなくならないことから、し尿等の処理を継続する必要がある。 

表1 し尿等の発生量の推移 単位：kL/日

平成22年
(実績)

平成27年
(実績)

令和2年
(実績)

令和7年
(予測)

令和12年
(予測)

令和16年
(予測)

150.5 93.9 71.1 51.0 38.1 30.9
将来的に、効率的なし尿等の処理を行うために、処理方法を見直し、し尿処理施

設を廃止して、下水処理場にし尿受入施設(※)を建設し、下水処理場へし尿等を投

入して処理する検討を行った。 

その結果、し尿処理施設で処理を継続するよりも、西部下水処理場にし尿受入施

設を建設し、し尿等を投入することが、最も安定的かつ経済的に処理が可能である

と判断した。また、し尿受入施設の設計・建設工事等に一定の期間を要するため、

令和 10 年度からの投入を予定している。 

なお、琴海クリーンセンター及び長崎半島クリーンセンターについては、それぞ

れ令和 7年度末まで地元等と環境保全協定を締結している。今後は、し尿等の発生

量の推移を見ながら、長崎半島クリーンセンターは令和 7年度末、また、琴海クリ

ーンセンターについては、し尿等の投入開始に併せ、令和 9年度末までの稼働を予

定している。 

※し尿受入施設とは、し尿等を下水処理場に投入するため、し尿等からし渣(オ

ムツ等の固体のごみ)を取り除き、下水処理場に投入可能な状態にする施設。 
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 検討結果 

各下水処理場にし尿受入施設を建設し、し尿等を投入した場合の水質や色度、必

要酸素量、建設スペース及びリスク管理について、各処理場ごとに比較を行った。 

南部下水処理場については②ＣＯＤ、⑦建設スペースにより対応が困難で、三重

下水処理場、東部下水処理場については、施設規模が小さく色度への影響が大きい

ことから、オゾン処理施設の設置等の対策が必要となる。 

表2 検討結果
処理場名 三重 東部 南部
（施設規模） (7,800 /日) (13,100 /日) (37,300 /日) (97,500 /日)

①BOD(生物化学的酸素要求量) 〇 〇 〇 〇
②COD(化学的酸素要求量) 〇 〇 △ 〇
③T-N(総窒素) 〇 〇 〇 〇
④SS(浮遊物質) 〇 〇 〇 〇
⑤色度 △ △ 〇 〇
⑥必要酸素量 △ 〇 〇 〇
⑦建設スペース 〇 〇 × 〇
⑧リスク管理 △ △ △ 〇

総合評価 △ △ × 〇

よって、以上の検討結果を踏まえ、西部下水処理場が最も安定的に受入が可能と

判断した。  

 西部下水処理場にし尿等を投入する場合の影響 

ア 放流水質等 

  ・ＢＯＤ、ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、ＳＳは長崎市の下水道における 

排水基準値以下で問題なし 

 ・色度は現在 17.0 度 → 投入後 19.2 度 

イ 臭気：影響なし 

  ・前室を設置し、臭気の漏洩を防止する 

〇：問題なし △：増設等の対応必要 ×対応不可 
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 搬入について 

ア 搬入頻度：約 10 台/日 

  ・大型車に積替えて搬入することで頻度を減らす 

イ 搬入ルート：金水トンネルを通行し搬入 

 今後のスケジュール(予定) 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
設計等
建設工事
試運転
供用開始

  場

金水トンネル 

 部下 処理場

放流口
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(参考)  

表 3 検討結果（詳細）

※1長崎市の下水道における排水基準値 

※2東部のみ規制値 14.1：「大村湾及び橘湾流域別下水道整備計画」による基準を適用 

※3南部のみ規制値 20：放流先が長崎湾のため「県条例の上乗せ排水基準」による基準を適用 

※4 SS は投入後の水質値を算出できないため、「＜10」と記載 

・各項目別評価 

① 全ての処理場において規制値以下で問題なし。 

② 全ての処理場において規制値以下で問題なし。南部は上昇量において２番目に良

いが、県の条例により規制値が厳しく、水質の変動により過去に規制値付近の数

値が検出されたこともあり、し尿を投入する場合にはＣＯＤを改善する対策が必

要。 

③ 全ての処理場において規制値以下で問題なし。 

④ 全ての処理場において規制値以下で問題なし。 

⑤ 西部が最も上昇量が低い。三重・東部においては、規模が小さいため上昇量が大き

い。色度を改善するためにはオゾン処理施設等の設置が必要。 

⑥ 三重は酸素量が不足するためブロワの増設が必要。 

⑦ 南部は敷地内の建設スペースが限られており、建設が困難。 

⑧ 西部が最も系列数が多く、１系列停止した場合でも水質への影響を最小限に抑え

ることが可能。 

処理場名 規制値 三重 東部 南部
（施設規模） ※1 (7,800 /日) (13,100 /日) (37,300 /日) (97,500 /日)

①BOD 〇 〇 〇 〇
(生物化学的酸素要求量) 1.6(7.0→8.6) 1.1(8.8→9.9) 0.4(9.5→9.9) 0.2(10.8→11.0)
②COD 〇 〇 △ 〇
(化学的酸素要求量) 3.6(11.4→15.0) 2.8(14.6→17.4) 0.9(10.4→11.3) 0.4(12.0→12.4)
③T-N 〇 〇 〇 〇
(総窒素) 5.5(16.1→21.6) 4.9(21.4→26.3) 1.8(21.2→23.0) 0.5(16.7→17.2)
④SS 〇 〇 〇 〇
(浮遊物質) (1.0→<10)※4 (1.0→<10)※4 (2.0→<10)※4 (3.0→<10)※4

⑤色度 △ △ 〇 〇
22.1(15.0→37.1) 14.4(24.0→38.4) 5.7(17.0→22.7) 2.2(17.0→19.2)

⑥必要酸素量 - △ 〇 〇 〇
⑦建設スペース - ○ ○ × ○
⑧リスク管理 - △ △ △ 〇

総合評価 - △ △ × ○

-

15
(14.1)※2
120
(20)※3

60

40

上段 〇：問題なし △：増設等の対応必要 ×対応不可 

下段 上昇量(mg/L) カッコ内の数字は投入前→投入後 
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